
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  租特法の延長 

Ｑ：３月末までに今年度の税制改正が国会

で承認されなかったため、３月末で期限切れ

になっていた租税特別措置法のうち、混乱が

生じそうなものの一部を３ヶ月延長されたそ

うですが、どのようなものが延長されたので

すか？ 

 

Ａ：次のようなものです。 

【解説】 

今年度の税制改正が、国会で承認されないと

３月末で期限切れになってしまう法律があり、

国民の生活に混乱が生じるおそれがあります。 

そこで、それを回避するため、この法律の期

限を暫定的に３ヶ月延長する措置が講じられ

ました。 

主なものには次のようなものがあります。 

①中小企業者等の法人税率の特例 

②エネルギー需給構造改革推進設備等を取得し

た場合の特別償却又は所得税額の特別控除 

③住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減

等、登録免許税関係の租税特別措置 

④不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税

の税率の特例 

⑤入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の

税率の特例 

⑥入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税

率の特例 

⑦農地等に係る贈与税の納税猶予に関する経過

措置 
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